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秋の農作業安全運動
「しめよう！シートベルト」

　９月１５日～１１月１５日までは秋の農作業安全月間です。

　秋の農繁期は農業機械による作業の頻度が高まることや、夕

暮れが早いことから、農作業事故が発生しやすい時期です。農

業機械の日常的な点検・整備や、夕暮れ時の早めのライト点灯

など、一人ひとりが事故防止を心がけ、農作業事故を防ぎまし

ょう。

■日時　９月１８日（日）

■出演順

　軽米小学校マーチングバンド(１７：１０スタート)→新岩手

農業協同組合女性部北部支部軽米(１７：３０スタート)→軽米

高校→軽米高校同窓会東京支部→蓮台野芙蓉団→軽米高校ＰＴ

Ａ→軽米町役場→上新町

■踊り区間

　古舘製麺所前から郵便局前

■交通規制時間・区間

　１７：００～１９：００　古舘製麺所前から瀧村屋前信号

※新型コロナウイルスの感染状況により、団体によっては当日

の参加を見合わせる可能性もあります。予めご了承ください。

※ご観覧の際は、基本的な感染対策を行っていただきますよう

お願いいたします。

【問い合わせ先】

　軽米秋まつり実行委員会事務局　(☎４６－４７４６)

軽米音頭流し踊り出演順

　町では、国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイ

ルス感染症に感染等したことで療養のために仕事を休んだ場合

に傷病手当金を支給します。

■対 象 者

　国保加入者のうち給与所得者で、新型コロナウイルス感染症

に感染またはその疑いがあって４日以上仕事を休んだ方

※自営業や個人事業主は対象となりません。

■対象期間

　仕事を休んだ日から起算して４日目から仕事に復帰するまで

の期間。

※支給対象日の初日が令和２年１月１日から令和４年９月３０

日までの期間に属する場合

■支 給 額

　１日の平均給与額(直近３か月)×２/３×対象日数

　申請には勤務先から記入いただく書類もありますので、事前

に町民生活課までお問合せください。

【問い合わせ先】

　町民生活課・町民生活担当　(☎４６－４７３４)

国民健康保険傷病手当金

　スマートフォンの購入を検討されている方向けの、基本操作

やインターネット、アプリの使用方法などについて学べる講座

です。防災に役立つ情報もあります。

　お気軽にご参加ください。

■日　時　１０月７日(金)　１３：３０～１５：３０

■会　場　中央公民館　１階ホール

■対　象　スマートフォンの購入を検討されている７０歳代

	 　　くらいまでの方

■定　員　１５名　※定員になり次第締め切ります。

■受講料　無料

■講　師　ＫＤＤＩ㈱認定講師

■持ち物　筆記用具

　※スマートフォンは、１人１台貸し出します。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　(☎４６－４７４４)

シニア向けスマートフォン教室

猿越橋(国道３９５号)の
通行規制

■期　　間　９月１９日～１０月８日(２１：００～６：００)

■場　　所　晴山地内　猿越橋

■規制内容　夜間通行止め(日曜日は休工のため通行可能)

■迂 回 路　国道４号、国道３４０号、県道２４号

【問い合わせ先】

　二戸土木センター　(☎０１９５－２６－８１７４)
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■日　時　１０月１２日(水)　１３：３０～１６：００

■会　場　軽米中央公民館　１階ホール

■内　容　マーブルアートは、ビー玉とワイヤーを使い、

　　　　　鮮やかな作品を仕上げていくアートです。

	 　　今回は、「ウォールデコ」を作ります。

■講　師　マーブルアートマイスター　内城　良子　氏

■定　員　１０名　※定員になり次第締め切ります。

■参加料　１,５００円（材料費等）　※当日申し受けます。

■持ち物　白色のタオル、定規

■その他　作品は、軽米町民文化祭に出展を予定しています。

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　(☎４６－４７４４)

「マーブルアート教室」
参加者募集

　町内の特産品・農林畜産物を活用し、地域産業への貢献が期

待される新商品の開発、既存商品の改良、販路開拓などの取り

組みに対し補助金を交付します。

■交付対象者

①町内に主たる店舗、事務所又は工場等を有する法人

②町内に居住する個人

③その他町長が定める団体等

※１次募集にて交付決定された方は、再度応募できません。

■交付対象事業

　次のいずれかに該当する取り組みであること。

※Ａ・Ｂ・Ｃは重複して申請することはできません。

事業名 事業内容 交付額

Ａ商品開発

・地域資源を活用し
た商品開発(必須)

・当該商品の販路開
拓に係る取組み

２０万円以内
(補助率２/３以内)

Ｂブラッシュアップ

・既存商品のブラッ
シュアップ(必須)

・当該商品の販路開
拓に係る取組み

２０万円以内
(補助率２/３以内)

Ｃ販路開拓

・上記を伴わない販
路開拓に係る取組み
(商談会への参加、
販促物の作成等)

１０万円以内
(補助率２/３以内)

■応募締切　１０月１４日(金)まで

■提出書類

※事業代表者（代理も可）は審査会で事業の説明を行っていた

だきます。

※様式、要綱、その他ご不明点は、ホームページをご覧くださ

い。「軽米町役場ホームページ」→「事業者の方へ」→「軽米

町商品開発等促進事業補助金について」

　Ａ～Ｃの提出書類が異なるため、お問い合わせください。

【問い合わせ先】

　産業振興課・商工観光担当(☎４６－４７４６)

町の特産品を活用した
商品開発補助金(２次募集)

　東北財務局盛岡財務事務所では、専門相談員による「多重債

務出張個別相談会」を開催します。借入金等でお悩みの方の相

談に応じます。盛岡財務事務所は国の地方出先機関ですので、

安心してご相談ください。

　なお、相談会は事前予約が必要です。

■日　時　１１月２日（水）　１１：００～１５：００

■場　所　軽米町防災センター会議室

■内　容　専門相談員が借入金等の個別相談に応じます。

　　　　　（必要に応じ、弁護士等の専門家に引継ぎます。）

■申込期限　１０月２６日（水）　正午まで

■その他　①秘密厳守・無料

　　　　　　②申込期限までに予約がない場合は中止します。

【問い合わせ先】東北財務局盛岡財務事務所理財課

(☎０１９ー６２２－１６２７)

多重債務出張個別相談会開催

　豪雨災害から２３年が経過しました。町自治公民館連絡協議

会では、地域づくりや絆の大切さなど思いを込めた「夢灯り」

を開催します。河川敷に灯るロウソクの火の幻想的な光景をお

楽しみください。

■日　時　９月２４日（土）１７：００～１９：３０

■場　所　町防災センター付近（昭和橋袂河川敷）

【問い合わせ先】

　教育委員会事務局・生涯学習担当　(☎４６－４７４４)

夢灯りを開催

　

秋の全国交通安全運動
　期間：９月２１日（水）～３０日（金）

　期間中、秋の全国交通安全運動が全国一斉に実施されます。

　日没時間が急激に早まる秋口以降は、夕暮れ時や夜間に事故

につながるおそれのある交通事故の多発が懸念されます。

　次のことに留意して、交通事故防止に心がけましょう。

・歩行者を見たら減速し、思いやりのある運転をしましょう。

・夕暮れ時や夜間の外出時は、明るい服装や反射材の活用を習

慣付けましょう。また、自動車や自転車のライトは早めに点灯

させましょう。

・すべての座席のシートベルト(子どもにはチャイルドシート)

の正しい着用を徹底しましょう。

・飲酒運転の危険性、違法性を認識し、飲酒運転の根絶を図り

ましょう。

●マイナポイントを受け取るためには、９月末までにマイナン

バーカードの交付申請をすることが条件となります。

●交付申請をしたいけれども申請書をなくした方、平日の開庁

時間に来庁できずマイナンバーカードを受け取れていない方

は、次の時間外開庁日と臨時窓口をぜひご利用ください。

■日時　毎週水曜日　１９：００まで

 　９月２４日(土)、２５日(日)　９：００～１６：００

■場所　役場１階町民生活課

【問い合わせ先】

　町民生活課・総合窓口担当（☎４６－４７３５）

マイナンバーカード
申請・受取臨時窓口開設
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●緊急風しん抗体検査・予防接種

■対象者　昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日の間に

	 　　生まれた男性

■料　金　接種・検査券により無料(抗体検査・予防接種とも)

■期　限　令和５年２月２８日まで（券の期限）

※この検査・接種は令和７年２月２８日までの見込みです。

　接種・検査券の使用期限を延長する場合はお知らせします。

■場　所　全国の対応医療機関(厚生労働省ホームページ参照)

※軽米町内では県立軽米病院のみ対応しています。

※職場の健康診断の機会に検査を受けられる場合があります。

（勤務先にお問い合わせください）

■注意事項　未検査の方で、紛失あるいは転入等で接種・検査

券がお手元にない場合、再発行いたしますので、電話等でお問

い合わせください。検査の結果、予防接種が必要とされてまだ

接種を受けていない方は早めの接種をご検討ください。

●高齢者肺炎球菌予防接種

■対象者(定期接種)

　年度末の年齢が６５歳以上１００歳までの５歳きざみの方、

及び６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能や免疫機能の異

常により日常生活活動が極度に制限される程度の障がいがある

方で、これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)

予防接種を受けたことがない方。

■料金　４,０００円～４,７８０円(助成４,０００円差引後)

■期限　令和５年３月３１日まで

■場所　二戸管内の契約医療機関

	 （一部実施していない医療機関もあります）

※町内では県立軽米病院のみです。（予約制）

■注意事項

　対象年齢（未接種の方に限る）の方で、紛失あるいは転入等

で予診票がお手元にない場合、お問い合わせください。対象年

齢以外での接種は全額自己負担になります。施設入所や長期入

院等で二戸管内の医療機関以外で接種を希望される場合、手続

きが必要ですので、お問い合わせください。令和６年度から定

期接種のうち５歳きざみの対象年齢制度はなくなり、６５歳の

方（及び６０～６４歳の上記要件該当者）のみ対象となる見込

みです。（今年度の対象者の方は、来年度以降は定期接種の対

象となりません）

【問い合わせ先】

　健康福祉課・健康づくり担当(☎４６－４１１１)

緊急風しん・高齢者肺炎球菌
予防接種

　地域の貴重な樹木を紹介し、巨樹・名木とのふれあいを通じ

て緑化活動の普及啓発を図るため、「ふるさとの巨樹・名木観

察会」を開催します。

■開催日時　１０月２９日（土）　９：３０～１５：００

■集合場所　二戸駅西口　９時１５分集合

■観察場所　二戸地域の巨樹・名木　６ヶ所程度　

■参	加	料　無料（昼食は各自持参）

■定　　員　２０名（定員を超えた場合は抽選とします）

■講　　師　岩手大学名誉教授　橋本　良二　氏

■申込期間　１０月１日(土)～１０月１８日(火）【必着】

■申込方法　往復ハガキに参加者全員の住所(〒)、氏名、年齢

	 	 職業、電話番号を記載しお申込みください。

	 	 ※ハガキ１枚につき申込は、２名まで。

【問い合わせ先】

（公社）岩手県緑化推進委員会　(☎０１９-６２５-０３１０)

ふるさとの巨樹・名木観察会

	農地利用最適化推進委員の欠員に伴い、補充選任のため同委

員（晴山地区）１名の公募を行います。

　町の農業振興、農地利用の最適化活動について、熱意のある

方の応募をお待ちしています。自薦と推薦、どちらでも応募で

きます。

■募集期間

　９月２９日（木）まで

■募集人員

　農地利用最適化推進委員（晴山地区）　１人

■委員任期

　任命の日から令和７年３月３１日まで

■応募方法

　応募書又は推薦書に必要事項を記載し、書面にて提出くださ

い。用紙は、役場産業振興課又は農業委員会事務局窓口にて配

布します。町ホームページからもダウンロードできます。

○推薦の場合　　　　　⇒　委員候補者推薦書（様式第１号）

○自分で応募される方　⇒　委員候補者応募書（様式第２号）

【問い合わせ先】

　農業委員会事務局（☎４６－４７３９）

農地利用最適化推進委員
１名を公募します


